
栃
木
・
下
野
国
府
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
栃
木
県
栃
木
市
田
村
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
二
年

（昭
５７
）
五
月
を

一
九
八
三
年

（昭
５８
）
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
栃
木
県
教
育
委
員
会

・
働
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
大
金
宣
亮

・
田
熊
清
彦

・
木
村
　
等

・
大
橋
泰
夫

。
中
野

正
人

５
　
迫退
跡
の
種
類
　
国
府
跡

６
　
迫還
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
を
平
安
時
代

７
　
迫還
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

下
野
国
府
跡

は
、
栃
木
市

の
東
方
を
南
流
す
る
思
川

の
右
岸
沖
積
低
地

に
位

置
し
て
い
る
。
こ
の
思
川
の
東

側
、
す
な
わ
ち
国
府
跡
対
岸
の

台
地
上
に
は
、
下
野
国
分
寺

・

同
尼
寺
（国
分
寺
町
）
が
所
在
し

て
い
る
。

本
遺
跡
の
調
査
は
、
八
三
年

度
の
発
掘
調
査

（第
二
五
次
ど
第

〓
天
次
）
を
終
了
し
て
都
合
三

六
次
、
九
カ
年
に
及
ぶ
も
の
で

あ
る
。
こ
の
間
の
主
な
検
出
遺
構
の
配
置
は
、
政
庁
建
物
群
を
中
心
と
し
て
概

観
す
れ
ば
、
そ
の
北
辺
塀
の
北
方
約

一
町
に
東
西
道
路

（路
面
幅
約
九
ｍ
）、　
東

辺
塀
の
東
方
約
二
町
に
は
南
北
大
濤

（幅
約
六
ｍ
）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

正
面

（南
）
で
は
、
政
庁
の
中
央
よ
り
約
二
町
に
東
西
濤

（幅
約
五
ｍ
）
が
位
置

し
て
い
る
。
政
庁
南
門
の
前
面
か
ら
約
三
町
付
近
ま
で
は
、
大
路
（路
面
幅
約
九

ｍ
）
を
確
認
し
て
い
る
。　
こ
の
地
点
の
西
側
に
は
、
周
囲

（北
辺
塀
は
未
徒
出
）

を
掘
立
柱
塀
に
よ
つ
て
区
画
す
る
地
区
（方
約
一
町
）
が
あ
り
、
そ
の
敷
地
内
は

掘
立
柱
建
物
群
（約
二
〇
棟
）
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
遺
構
群
の
年
代
は
、

政
庁

Ｉ
ど
Ⅳ
期

袋
示良
時
代
ど
平
安
時
代
前
半
）
に
わ
た
り
造
営

。
構
築
、
あ
る

い
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
政
庁
が
終
末
期
段
階
を
迎
え
る
と
、
国
府
域

内
に
み
ら
れ
る
遺
構
群
の
様
相
は

一
変
す
る
。
政
庁
の
北
東
方
で
は
新
た
に
孫

廂
を
も
つ
建
物
な
ど
が
造
ら
れ
る
。　
一
方
、
南
方
域
の
建
物
は
減
少
し
て
い
る
。

前
述
の
掘
立
柱
塀
で
区
画
さ
れ
る
地
区
は
、
条
里
様
の
濤
状
遺
構
が
み
と
め
ら

れ
る
に
サ
ぎ
な
い
。
な
お
、
政
庁
の
北
東
方
か
ら
南
辺
を
と
始
り
、
西
方
約

一

九
〇
ｍ
の
地
点
で
南
折
す
る
奈
良
時
代
前
半
（政
庁
Ｉ
期
）
の
大
濤
Ｓ
Ｄ
十

一
一

一
も
検
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
木
簡
を
出
上
し
た
遺
構
は
、
第
六
次

。
Ｓ
Ｂ
Ｉ
Ｏ

一
五

（礎
板
に
墨
書
あ
り
）、　
第

一
八
次

・
土
羨
群

（木
簡
・
削
暦
等
）、
第

一
九
及
び
第

二
三
次

。
大
濤
Ｓ
Ｄ
十

一
一
一
（木
簡
・
削
暦
）
等
で
あ
る
。
こ
の
他
、
国
府
周

辺
の
長
原
東
遺
跡

０
一点
）、
寄
居
地
区
遺
跡

（
一
点
）
の
井
戸
跡
か
ら
も
木
簡
が

出
上
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
最
も
ま
と
ま
つ
た
木
簡

。
削
暦
の
出
土
を
み
た

(壬生)



1983年出上の木簡

第

一
八
次
発
掘
調
査
成
果
の
概
要
と
出
土
木
簡
の
一
部
に
つ
い
て
中
間
報
告
す

ヱ

０

。

政
庁
の
西
隣
に
位
置
す
る
第

一
八
次
調
査
区

（発
掘
面
積
約
二
三
〇
露
）
か
ら

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
土
羨
跡
五
〇
余
基
、
濤
跡
三
条
、
政
庁
内
郭
西
辺
区

画
施
設
の

一
部
等
で
あ
る
。

木
簡
を
出
上
し
た
土
羨
群
は
、
検
出
状
況

・
堆
積
土
等
か
ら
Ａ

・
Ｂ
の
二
群

に
分
け
ら
れ
る
。
Ａ
群
は
土
羨
検
出
面
が
政
庁
Ｉ
期
建
物
焼
失
時
の
整
地
上
で

あ
り
、
そ
の
下
位
に
土
羨
廃
棄
時
及
び
機
能
（使
用
）
時
の
堆
積
上
が
み
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
Ｂ
群
は
土
羨
検
出
面
が
遺
物
包
含
層
で
あ
り
、
羨
底
面
付
近
ま

で
政
庁
Ｉ
期
建
物
焼
失
時
の
整
地
土
が
堆
積
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

Ａ
群
の
上
羨
は
廃
絶
後
窪
地
状
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
最
上
層

（含
検
出
面
）
が

整
地
上
で
占
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
土
羨
群
の
年
代
は
、
伴
出
遺
物

・
木
簡
に
み
え
る
年
紀
等
か
ら
み
て
、

Ａ
群
の
大
半
の
上
竣
が
政
庁
Ⅱ
期
機
能
時
Ｈ
八
世
紀
後
半
代
ぞ
延
暦

一
〇
年
頃
、

Ｂ
群
は
延
暦

一
〇
年
頃
以
降
！
九
世
紀
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
現
在

（
一
九
八
四
年
九
月
）
の
整
理
作
業
に
よ
っ
て
判
甥
し
た
木
簡

・

削
暦
の
う
ち
か
ら
、
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｏ

一
一
・
〇

一
三

。
〇
二
三
土
羨
の
出
土
資
料
に

つ
い
て
報
告
す
る
。
こ
の
三
遺
構
は
、
木
簡
が
底
面
に
層
を
な
し
て
堆
積
し
て

い
た
土
羨
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
廃
棄
木
簡
の
処
理
穴
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
年
代
は
、
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｏ

一
一
・
〇
二
三
が
Ａ
群
、
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｏ

一
三
が
Ｂ
群
で

あ
る
。

な
消
、
整
理
作
業
が
す
す
め
ば
、
削
暦
に
遺
る
墨
付
き
の
類
を
含
め
て
の
木

簡
総
点
数
は
、
二
千
点
近
く
に
の
ぼ
る
も
ら
と
思
わ
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

土
壌
Ｓ
Ｋ
１
０
，
一

ω

　

×
□

請
□
□
□

×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ協

②
　
・×□
個
如
件〔騨
肥
×

・
　
×
□
□
□
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（３
大
も
大
じ

寓
μ

Ｏ
　
　
×
同
月
十
二
日
進
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ燎

〔蘇
郡
≧

ω
　
　
×
安
□
□

×

［‐‐］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＯΦ〕

×
□
　
正
税
□
×

×
調
布
□
×

都
賀
郡
瓦
倉
×

×
陸
奥
Ⅸ

Φ
Φ
μ

Ｏ
Φ
μ

（Ｐ卜枷）
Ｘ
（�］）
×
（い）　　⇔∞
牌

Ｏ
Φ
Ｐ



①
　
　
ｘ
借
貸
千
四
ｘ

⑭
一
　

ｘ
□
回
出
挙
ｘ

①
一　
一
「造
瓦
倉
所
解
ｘ

ｔ
「
日

日

ｘ

り
　
，
�園
儲
布
十
畦
薙
下
」

ｏ　
日
升
ゴ
γ
□
　
　
」

土
壌
Ｓ
ｋ
１
０

一
三

Ｏ
　
　
ｘ
安
乗
回
ｘ

②

寒
偽
ヵし

土
壌
Ｓ
Ｘ
１
０
二
三

ω

　

×
口
同
日
―――
‐日
日
□

ｘ
六
尺
　
　
　
　
　
　
　
　
直
七
十
五
東

ｘ
六
尺
己
下
四
尺
四
寸
己
上

②
　
・
×
回
給
天
平
　

官
符
　
」

Φ
Φ
騨

〇
⇔
Ｐ

Ｏ
ｅ
ｘ
ｏ
ｅ
ｘ
命
）

Φ館

含
８
）
ｘ
（駕
）
ｘ
Ｆ
）

０驚
３

“

長

月
十
ｒ
日
下
人
麻
静

」と

卜
回
監
従
八
位
一面

杞

×
調
帳

×

×
□
計
帳
手
料
□
ｘ

×
□
上
　
　
　
員
外
史
生
陳
廷
荘
×

ｘ
□
．召
遣
符
回
ｘ

・
「□
〓
一臨

酸
ヵ
〕

薬
長
差
回
　
　
　
　
′

∴
解
文
延
暦
十
（題
後
軸
）

年
七
月

・
芳
賀
郡
回
□
×

・廷
麿
九
年〔酔
ｘ己

ｘ
四
年
公
癖
ｘ

台
８
）
ｘ
奮
じ
ｘ
命
）

寓
Ｐ

８
Ｐ

８

μ

一８

ｗ

命

協

）
・ｘ
（
選

）
・×
（
ｅ
　

Φ
営

Φ
ψ
解

（ぢ
じ
ｘ
（馬
）
×
Ｇ
）

０驚

Ｇ
ｅ
ｘ
俗
じ
×
ぐ
）

ｏ驚
Φ
Ｏ
μ

Ξ

14J (0(61tO
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1983年出上の木簡

出
土
木
筒
の
形
状
は
、
使
用
時
の
形
態
を
と
ど
め
る
も
の
が
甚
だ
少
な
く
、

わ
ず
か
に
題
簸
軸
の
み
が
原
形
を
知
り
得
る
資
料
で
あ
る
。
こ
の
他
は
、
九
割

以
上
が
木
簡
の
削
暦
で
あ
る
。
板
状
の
材
も
少
数
な
が
ら
遺
存
し
て
い
る
が
、

折
損
あ
る
い
は
割
載
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
原
形
を
う
か
が
い
得
な
い
。

下
野
国
府
跡
よ
り
出
土
し
た
木
筒

。
削
暦
か
ら
知
ら
れ
る
内
容
は
、
い
わ
ゆ

る
文
書
様
木
簡
と
し
て
分
類
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
「
必
申
給
也
」
Ｔ
連
瓦
倉
所

解
」
「請
云
々
」
「如
件
〔酢
配
」
等
々
と
記
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

物
品
の
出
納

・
記
録
の

一
部
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
削
居
等
も
み
と
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
付
札
類
と
み
ら
れ
る
も
の
は
未
見
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
が
使
用

さ
れ
、
ま
た
は
、
充
所
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
は

一
応
国
府
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
現
段
階
で
は
断
簡

・
削
暦
が
多
い
た
め
に
差
出
者

（所
）
・
記
録
の
経

緯
な
ど
を
も
含
め
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

本
地
区
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、
そ
の
廃
棄
さ
れ
た
上
羨
の
位
置
か
ら
推
測

し
て
、
最
終
的
使
用
所
を

一
応
国
府
政
庁
、
あ
る
い
は
そ
の
付
近
の
某
官
衛
で

あ

っ
た
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
上
か
ら
は
、
国
府

全
体
の
組
織
に
関
わ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
今
後
こ

れ
ら
の
木
簡
は
、
国
府
の
果
し
た
機
能
の

一
部
を
示
す
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

木
簡
と
国
府
跡
検
出
遺
構
の
関
わ
り
の
上
で
は
、
政
庁
の
機
能
を
含
め
国
府

が
は
た
し
て
い
た
行
政

・
財
政
の
一
端
を
知
り
得
た
こ
と
、
奈
良
時
代
前
半
に

は
政
庁
が
確
実
に
存
在

（「天
平
元
」
の
紀
年
木
簡
、『木
簡
研
究
四
』
参
照
）
し
て
お

り
、
同
Ｉ
期
建
物
群
の
焼
失
は
延
暦

一
〇
年
頃
に
限
定
で
き
る
こ
と
な
ど
が
重

要
な
成
果
で
あ
る
。

な
お
、
木
筒
釈
読
に
つ
い
て
は
、
岸
　
俊
男

・
土
田
直
鎮

・
鬼
頭
清
明

・
平

川
　
南

。
東
野
治
之

・
佐
藤
　
信
の
諸
先
生
に
御
示
教
を
賜

っ
た
。
謹
謝
申
し

上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

栃
木
県
教
育
委
員
会

『
下
野
国
府
跡
Ｉ
』
盆

九
七
九
年
）
ぞ

『
同
　
Ｖ
』
全

九
八
三
年
）

同

『
栃
木
県
埋
蔵
文
化
財
保
護
行
政
年
報
』
盆

九
八
三
年
・
八
四
年
）
（田
熊
清
彦
）

鰯
辮

飲轟
下野国府跡出土木簡 (8)


